
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

問い合わせ

保険医療係

問い合わせ

自治振興係

問い合わせ

生涯学習係
67-7700

問い合わせ

管理維持係

問い合わせ

職員係

募
集

情報ＢＯＸ 16

釧
路
管
内
町
村
の
一
般
事
務
職
員

（
短
大
・
専
門
学
校
・
高
校
卒
）を
募
集

　

令
和
6
年
度
の
釧
路
管
内
町
村
の
一
般

事
務
職
員
の
採
用
資
格
試
験
（
短
大
・
専

門
学
校
・
高
校
卒
）
を
行
い
ま
す
。

●
厚
岸
町
の
採
用
予
定
／
一
般
事
務
職
、

短
大
・
専
門
学
校
・
高
校
卒
4
人
（
卒
業

見
込
み
を
含
む
）

●
受
験
資
格
／
平
成
12
年
４
月
２
日
か
ら

平
成
18
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

●
試
験
日
・
場
所

▽
第
１
次
試
験
＝
９
月
17
日Z

、
釧
路
町

公
民
館

▽
第
２
次
試
験
＝
10
月
以
降
に
各
町
村
役

場
で
実
施
予
定

●
申
込
方
法
／
役
場
総
務
課
に
備
え
て
あ

る
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
持
参

ま
た
は
郵
送

●
受
付
期
間
／
７
月
3
日X

か
ら
８
月
2

日V

（
当
日
消
印
有
効
）

●
応
募
先
／
職
員
係

町
営
住
宅
の

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

●
募
集
住
宅

▽
宮
園
団
地
／
平
成
6
年
建
・
2
Ｌ
Ｄ
Ｋ

＝
3
階
１
戸

▽
宮
園
団
地
／
平
成
9
年
建
・
2
Ｌ
Ｄ
Ｋ

＝
3
階
１
戸

▽
宮
園
団
地
／
平
成
13
年
建
・
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ

＝
5
階
１
戸

▽
白
浜
団
地
／
平
成
2
年
建
・
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

＝
1
階
１
戸

▽
奔
渡
団
地
／
昭
和
62
年
建
・
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

＝
４
階
１
戸

▽
奔
渡
団
地
／
平
成
3
年
建
・
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

＝
3
階
１
戸

※
入
居
可
能
日
は
8
月
下
旬
以
降
と
な
り

ま
す

●
家
賃
／
入
居
す
る
世
帯
の
収
入
、
住
宅

の
規
模
、
立
地
条
件
、
築
年
数
な
ど
に
応

じ
て
個
々
に
算
定

●
募
集
期
間
／
７
月
3
日X

か
ら
14
日N

●
申
し
込
み
／
管
理
維
持
係

あ
っ
け
し
防
災
標
語
を

募
集
し
ま
す

　

町
お
よ
び
教
育
委
員
会
で
は
、
『
東
日

本
大
震
災
』
の
教
訓
を
風
化
さ
せ
る
こ
と

な
く
、
町
民
一
人
一
人
の
防
災
に
対
す
る

意
識
を
高
め
、
巨
大
地
震
発
生
時
に
適
切

な
避
難
行
動
を
促
す
た
め
に
、
広
く
防
災

標
語
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

ご
応
募
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

●
応
募
テ
ー
マ
／
地
震
、
津
波
、
避
難
行

動
な
ど
広
く
防
災
に
関
す
る
こ
と

●
応
募
場
所
／
役
場
１
階
町
民
ホ
ー
ル
、

湖
南
地
区
出
張
所
、
厚
岸
情
報
館

●
応
募
方
法
／
所
定
の
応
募
用
紙
ま
た
は

任
意
の
用
紙
に
標
語
、
氏
名
、
住
所
、
電

話
番
号
を
明
記
の
う
え
、
各
応
募
場
所
に

設
置
さ
れ
た
応
募
箱
に
投
函
し
て
く
だ
さ

い●
入
賞
者
に
は
賞
状

お
よ
び
副
賞
を
贈
呈

●
応
募
締
切
／
7
月

21
日N行

政
に
対
す
る
苦
情
や

要
望
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す

　

行
政
相
談
委
員
が
、
住
民
の
皆
さ
ん
か

ら
の
行
政
に
対
す
る
苦
情
や
意
見
・
要
望

な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
は
無
料

で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
釧
路
行
政
監
視
行
政
相
談
セ
ン

タ
ー
で
も
常
時
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
日
時
／
７
月
5
日V

10
時
か
ら
15
時

●
場
所
／
役
場
２
階
大
会
議
室

●
問
い
合
わ
せ
／
自
治
振
興
係
、
『
行
政

苦
情
1
1
0
番
』（
全

国
共
通
☎
0
1
5
4

―
0
9
0
1
1
0
）

医
療
費
受
給
者
証
の

申
請
・
更
新
を
忘
れ
ず
に

『
子
ど
も
医
療
費
受
給
者
証
』『
重
度
心

身
障
害
者
医
療
費
受
給
者
証
』『
ひ
と
り
親

家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証
』
の
有
効
期
限

は
7
月
31
日X

ま
で
で
す
。

　

令
和
5
年
度
か
ら
、
医
療
費
受
給
者
証

更
新
の
交
付
方
法
を
窓
口
交
付
か
ら
郵
送

交
付
に
変
更
し
ま
す
。

　

対
象
の
人
へ
は
、
5
月
末
か
ら
6
月
に

か
け
て
今
後
の
所
得
確
認
な
ど
に
関
す
る

同
意
書
を
送
付
し
て
お
り
、
同
意
書
の
提

出
が
あ
っ
た
人
へ
は
、
7
月
末
ま
で
に
新

た
な
有
効
期
限
の
医
療
費
受
給
者
証
を
郵

送
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
同
意
書
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、

従
来
ど
お
り
窓
口
で
の
更
新
手
続
き
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
願
い
ま
す
。

　

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

相
談

医
療
保
険


